
　

健
康
増
進
法
に
基
づ
く
各
種
が

ん
検
診
及
び
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

に
お
け
る
徴
収
金
の
支
払
い
が
免

除
さ
れ
ま
す
。
免
除
を
受
け
る
た

め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者

・
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
方

・
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
方

手
続
き
方
法

　

下
田
市
検
診
等
徴
収
金
免
除
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

審
査
の
う
え
、
免
除
決
定
者
へ

検
診
等
徴
収
金
免
除
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
健
康
づ
く
り
係

　
　

（
窓
口
⑤
）
☎
㉒
２
２
１
７

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
民

生
委
員
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
基

づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
、
地
域
福
祉
を
担
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、
非
常
勤

の
地
方
公
務
員
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

検
診
等
徴
収
金
免
除
証
明
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て

　

主
な
活
動
と
し
て
、
同
じ
地
域

で
生
活
す
る
住
民
の
一
員
と
し

て
、
日
常
生
活
で
支
援
を
必
要
と

し
て
い
る
方
々
の
相
談
に
応
じ
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
行
政

や
事
業
者
と
の
橋
渡
し
役
と
し

て
、
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
や
子
育
て
に
関

す
る
支
援
を
専
門
に
担
当
す
る
主

任
児
童
委
員
も
お
り
、
学
校
な
ど

と
連
携
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

に
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
現
在
、
47
名
の
民
生
委

員
と
３
人
の
主
任
児
童
委
員
を
委

嘱
し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
市

に
設
置
さ
れ
る
推
薦
会
に
お
い

て
、
選
任
さ
れ
ま
す
。
任
期
は
、

３
年
で
、
３
年
お
き
に
全
国
で
一

斉
改
選
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
活
動
し
て
い
る
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
任
期
は
、
令
和

７
年
11
月
30
日
ま
で
で
す
。

　

地
域
を
支
え
る
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
活
動
に
つ
い
て
、
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　

（
窓
口
⑥
）
☎
㉒
２
２
１
６

５ページ

「
児
童
福
祉
週
間
」
は
、
子
ど

も
の
健
や
か
な
成
長
、
子
ど
も
や

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て

国
民
全
体
で
考
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
全
国
各
地
で
啓
発
事
業

や
行
事
を
行
う
期
間
で
す
。
未
来

の
担
い
手
で
あ
る
子
ど
も
た
ち

が
、
夢
と
希
望
を
も
っ
て
健
や
か

に
育
つ
た
め
に
、
私
た
ち
に
で
き

る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

静
岡
県
子
育
て
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
「
ふ
じ
さ
ん
っ
こ
☆
子
育
て
ナ
ビ
」

で
は
、
子
育
て
に
関
す
る
情
報
や
相

談
窓
口
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
課　

☎
０
５
４-
２
２
１-

３
５
４
６

　

市
で
は
、
可
燃
ご
み
の
減
量
と

ご
み
に
対
す
る
意
識
向
上
を
図
る

た
め
、
生
ご
み
処
理
機
器
を
購
入

し
た
世
帯
に
対
し
助
成
金
を
交
付

し
ま
す
。

生
ご
み
処
理
機
器
と
は
？

　

生
ご
み
処
理
機
器
と
は
、
生
ご

み
を
乾
燥
又
は
微
生
物
に
よ
る
分

解
等
に
よ
っ
て
、
減
量
化
及
び
堆

肥
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
器

の
こ
と
で
す
。

生
ご
み
処
理
機
器
を
使
う
こ
と
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

・
可
燃
ご
み
を
減
量
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

・
堆
肥
化
し
た
も
の
を
家
庭
菜
園

や
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
使
う
こ
と

が
で
き
る
。

・
指
定
ご
み
袋
を
使
う
枚
数
が
減

り
、
節
約
で
き
る
。

・
台
所
を
衛
生
的
に
使
う
こ
と
が

で
き
る
。

・
カ
ラ
ス
や
猫
の
被
害
が
減
る
。

補
助
の
対
象
者

①
市
内
に
お
住
ま
い
で
、
か
つ
、

市
内
で
機
器
を
使
用
す
る
方

②
機
器
を
常
に
良
好
な
状
態
で
維

持
管
理
で
き
る
方

対
象
機
器

①
機
械
式
生
ご
み
処
理
機
、
生
ご

み
を
発
酵
、
乾
燥
等
の
方
法
に

よ
り
分
解
、
堆
肥
化
又
は
減
量

化
す
る
機
械
（
デ
ィ
ス
ポ
ー

ザ
ー
を
除
く
）

②
生
ご
み
堆
肥
化
容
器
、
コ
ン
ポ

ス
ト
容
器
、
そ
の
他
生
ご
み
を

堆
肥
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
容
器

※
中
古
の
機
器
は
対
象
外

補
助
金
額

　

購
入
費
の
２
分
の
１
以
内
で
、

２
万
円
が
限
度
で
す
。
た
だ
し
、

補
助
金
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
切
り

捨
て
た
額
と
し
ま
す
。

申
請
方
法

次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
補
助
金
交
付
申
請
書

・
補
助
金
交
付
請
求
書

・
設
置
完
了
届

・
生
ご
み
処
理
機
器
購
入
の
領
収

書
の
写
し

・
保
証
書
の
写
し

注
意
事
項

・
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

機
器
を
購
入
す
る
予
定
が
あ
る

方
は
、
事
前
に
環
境
対
策
課
ま

で
申
請
可
否
の
確
認
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

・「
機
器
の
購
入
」
と
「
補
助
金

の
申
請
」
は
、
同
一
年
度
内
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
購
入
と
申

請
が
年
度
を
ま
た
ぐ
場
合
、
補

助
金
の
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

環
境
対
策
課　

  
     

   
    

☎
㉒
２
２
１
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民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　

活
動
と
は

生
ご
み
処
理
機
器
の
購
入

       

に
補
助
金
が
出
ま
す
！

５
月
５
日
か
ら

５
月
５
日
か
ら
1111
日
ま
で
は

日
ま
で
は

     
     

「
児
童
福
祉
週
間
」
で
す
！

「
児
童
福
祉
週
間
」
で
す
！

活
動
と
は

ふじさんっこ☆

子育てナビ QR

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は

　

ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
の
か
？


